
（一社）建設技能人材機構 

 
建設分野特定技能１号評価試 

申込み方法 

（一社）建設技能人材機構の技能評価試験マイページから申込みすること 

https://jac-skill.or.jp/member/home/ 

※マイページへの ID 登録は、事前に実施することができます。 

※受験者本人がマイページに ID 登録されていることが必要です。 

※申込みは、マイページに表示されるリンクから行ってください。 

※氏名は、在留カードまたはパスポートと同じ綴であること。アルファベッ  ト大文字で記入してく

ださい。 

※合格証書に使用する顔写真は、3 ヶ月以内に撮影され、鮮明に写っているもので、正面を

向いて、無帽・無背景であることが必要です。 

※写真サイズは大きくても構いませんが、縦 600 ピクセル、横 450 ピクセルよりも小さいも

のは受付けられません。顔部分をトリミングしても十分な大きさがあることが必要です。 

※白い壁を背景に、スマホで撮影したものを、加工やサイズ修正などはせずにお送りください。 

※写真を再撮影したものは、受付けられません。本人を撮影してお送りください。 

※ピントがあっていない写真、メガネが光っている写真、背景に物が写って  いる写真、まっすぐ前

を見ていない写真、加工されている写真は、受付けられません。 

※有効な在留カードの表面の写真、もしくは正しく在留していることを示すものが必要とな

ります。在留カードの裏面の写真は不要です。 

※パスポートに貼付された在留期間更新許可シール等で有効性を示す場合には、パスポート

の本人欄と同じパスポートであることがわかるように、パ  スポート全面を写して各ページのパスポ

ート番号の穴文字が判別できるよ  うにするなど、同一のものであることが確認出来るように

してください。 

※ベトナム、中国など、パスポート番号の穴文字がないパスポートの場合には、パスポートの本人欄

と、在留許可シールのページとが同時に写るように、  ページを曲げて、パスポート全体を撮影して

ください。 

※在留カード・パスポートの写真で小さくて判別できないもの、券面が光っ  ていて判別できないも

のは、受付けられません。 

※在留カードのコピーを撮影したものは、顔写真と同一人物であることが  確認出来ないので、

お持ちの在留カードを直接撮影してお送りください。 


